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〔4〕こうじゅつ：①口述　②公述　　①口で述べること　（例）口述筆記　②口で述べる行為は同じですが、公聴会で 意見を述べる人を「公述人」といいます。

三権分立と国会の働き

三権分立と国会の働き

近代国家の政治機構は、おおまかにいって、立法

府である議会、行政府である内閣、司法府である裁

判所の3つに分かれています。そして、互いの抑制と

均衡（チェック・アンド・バランス）によって、権力

の集中と乱用を防ぎ、国民の権利と自由を保障しよう

としているわけです。このように、国家権力である立

法権、行政権、司法権の三権をそれぞれ別個の独立機

関に専属させる制度を三権分立といいます。

このうち、国会については、憲法第41条で「国権

の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と

定められています。

この「最高機関」とは、三権の中でも最上級の機関

であるということを指しているわけではありません。

しかし国会は、主権者である国民から直接選ばれた

議員で構成されるため、国民に最も近い機関です。

したがって、国のすべての機関のうち最も重要な地

位にあるという意味で、国権の最高機関と位置づけ

られているわけです。

さらに、「唯一の立法機関」とは、国の立法は、す

べて国会を通し、国会を中心に行われ、国会の議決

のみで成立するということです。つまり、法律をつく

ったり変えたり廃止したりできるのは、国会だけの

権能であるという意味です。

ものしりメモ　議院法制局とは？

議員の立法活動を法律の専門的な立場から直接補佐する

機関として、両院にそれぞれ設けられています。法制局長

のほか約80名の職員で構成されており、内閣法制局とほ

ぼ同じ規模です。

その主な職務は、議員が提出する法律案の作成を行うこ

とです。法律案の立案に当たっては、憲法に適合している

か、他の法律や制度とうまく調和がとれているか、政策と

して法的合理性があるか等の点が検討されます。

このほかに、法律案に対する修正案の作成をしたり、法

律問題について議員の求めに応じて意見を述べることも議

院法制局の職務です。

ものしりメモ　国立国会図書館とは？

議員の調査研究を補佐するため国会に設けられている附

属機関です。法案の分析、検討、内外の諸制度や立法例、

実態等について調査研究を行っています。また、図書の収

集、閲覧、貸し出しを行い、国の中央図書館としての役割

も持っています。このため、わが国で刊行される出版物は

国会図書館に納本しなければならないことになっています。

ものしりメモ　裁判官弾劾裁判所とは？

ふさわしくない裁判官をチェックして辞めさせるかどう

かを決める、つまり裁判官を裁判する裁判所です。

国会議員の中から選ばれた裁判員（衆参7名ずつ14名）

で組織された裁判所で、「裁判所」という名称がついてい

ますが、最高裁判所を頂点とする司法の系列とは関係のな

い特別の裁判所です。国会議員によって組織されています

が、独立の機関です。

これまで弾劾裁判にかけられた裁判官は延べ8人で、そ

のうち6人が罷免されています。

●法律の制定
●条約締結の承認
●憲法改正の発議

●裁判官の罷免
ひめん

の裁判

●予算の議決
●決算の審査
●予備費支出の承諾
●租税法律主義
（税法の制定）
●財政状況の報告を受け
る機能ーetcー

（立法的機能・財政的機能
以外のもの）
●内閣総理大臣の指名
●内閣の不信任（衆議院）
●国政調査権（各議院）
●一般国務・外交関係に
ついて報告を受ける機能

●法律によって認められる
機能

（例）・人事に対する同意
・自衛隊出動の承認
・国の地方行政機関
の設置の承認ーetcー

●国民の代表機関
●唯一の立法機関
●国権の最高機関

立法的機能立法的機能

立法的機能弾劾裁判所の設置

立法的機能国政のコントロール立法的機能財政的機能
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最高裁判所長官の指名 
裁判官の任命 

命令・処分などの違憲審査権 
行政訴訟の終審裁判 


